
第３次 熊本市都市マスタープラン素案 【概要版】

１節 都市マスタープランについて
⚫ 都市マスタープランは、都市計画法第１８条の２の規定に基づいて定める「市町村の都市計画の長期的な基本方

針」であり、本市は平成１２年度に第１次、平成２０年度に第２次都市マスタープランを策定。

⚫ 都市づくりの将来像、分野別の方針等を定め、本市の都市計画は当該マスタープランに即して定める。

序章．はじめに ２章．基本理念、都市づくりの目標、都市の将来像

２節 目標年次
⚫ ２０年後の令和２７年度（２０４５年度）とし、上位計画の見直しや社会情勢の変化を踏まえ、適切に見直す。

１節 都市づくりの基本理念

２節 都市づくりの目標

■ 計画の体系

⚫ 第３次熊本市都市マスタープランは、市の「総合計画」や県の「熊本都市計画区域マスタープラン（２市３町）」
に即するとともに、交通・住宅・環境・農業・防災等の各種計画と連携・整合を図る。

②都市施設・交通体系 ③住宅整備・空き家

⑤防災

平成２４年
九州北部豪雨

平成２８年熊本地震 令和７年８月の大雨被害

④市街地整備

５０年後

①土地利用

市街地が
約2.6倍に拡大

バスの
利用者は
50年間で
8割減少

中心市街地では、
築40年以上
の建築物が
約30%以上

くまもとの歴史や文化・自然を守り活かしながら、
地域と共に多様な価値を創造し、次世代に活力をもたらす「多核連携都市」

■ 都市の将来構成図

地域拠点（15地区）

植木地区

北部地区

八景水谷・清水亀井地区

楠・武蔵ヶ丘地区

上熊本地区

子飼地区

長嶺地区

水前寺・九品寺地区

平成・南熊本地区

健軍地区

城山地区

刈草地区

川尻地区

富合地区

城南地区

① コンパクト ＋ ネットワークの都市づくり

② 誰もが移動しやすい都市づくり

③ 賑わいと魅力あふれる都市づくり

④ 環境にやさしい風格ある都市づくり

⑤ 安心して住み続けられる都市づくり

▼多核連携都市のイメージ

自然災害が
頻発化・激甚化

１章．都市の現況と課題 地域生活圏

市街地の拡散により
人口密度が減少
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■ 多核連携都市とは

⚫ 「中心市街地」と、その周辺に地域生活圏の核となる「地域拠点」
を配置し、それらを公共交通等で結ぶ都市構造のこと。

⚫ 中心市街地と地域拠点に、日常生活に必要な施設（＝都市機能）を
重点的に誘導・集積し、公共交通沿線等に人口（居住）を誘導・集
積することにより、人口減少下においても暮らしやすさを維持する。

１９７６年 ２０２０年

空き家数

空き家数・
空き家率は
増加傾向

１

【資料 都-４①】都市政策課



居住誘導区域

３章．分野別の方針 ５章．市街化区域における居住・都市機能の誘導の方針等～立地適正化計画～

１節 基本的な考え方

③ 公共交通ネットワークの充実

④ 防災機能の強化

⑤ 持続的な都市経営の維持・確保

① 都市機能誘導区域における都市機能の維持・確保

② 居住誘導区域における人口密度の維持

▲都市機能誘導区域及び居住誘導区域

①都市機能誘導区域
⚫ 商業や医療等の日常生活サービス施設（＝都市機能）

を重点的に誘導・集積する区域のことで、中心市街地
と１５の地域拠点を中心に設定。

凡例

第３次 熊本市都市マスタープラン素案 【概要版】

都市機能 誘 導 施 設

商業機能 生鮮食品を取り扱う店舗

医療機能 病院、診療所

金融機能 銀行、信用金庫、郵便局 など

行政機能 区役所、まちづくりセンター、公民館 など

教育文化
機能 小・中学校、図書館、歴史・文化施設 など

福祉機能 介護老人福祉施設、障がい者福祉施設 など

子育て
支援機能 保育所、認定こども園、児童育成クラブ など

都市機能 誘 導 施 設

高次都市機能 ホール、図書館、美術館、文化施設

③誘導施設

⚫ 中心市街地では、市域内外から広域的に利用され
る高次都市機能を提供する施設を誘導施設とし、
熊本市中心市街地活性化基本計画と整合を図る。

⚫ 地域拠点では、アンケート等で把握した住民意向
等を参考に、都市居住者の共同の福祉や利便のた
めに必要な施設を設定。

【中心市街地】

※災害ハザードは原則として誘導区域に含まない。

ただし、浸水想定区域は含んだうえで対策を位置付ける。

（１）土地利用の方針

１）市街化区域
◆コンパクトで交通ネットワークが充実した「多核連携
都市」の実現に向けた土地利用を図る

①都市機能誘導区域
中心市街地…土地利用規制の緩和等による高次都市機

能や居住の誘導等

地域拠点……地区計画制度等の活用による生活サービ
ス機能の維持・確保等

②居住誘導区域
・空き家利活用、土地利用規制の緩和等による人口密度

の維持等

③その他（上記以外の市街化区域）

・住宅と緑地・農地が調和した良好な居住環境の形成、

工業の集積及び周辺環境に配慮した土地利用等

２）市街化調整区域等
◆「市街化を抑制すべき区域」という性格や各エリアの特性を踏
まえた土地利用を図る

①自然環境の保全
・地下水のかん養域、多様な生物の生育・生息地の保全等

②農水産業の保全
・優良農地をはじめ、農水産業の生産基盤の保全等

③既存集落の維持
・生活の拠点での地区計画による良好な居住環境の維持等

④産業の計画的な立地誘導
・地区計画制度等を活用した広域交通の利便性が高いエリアへ

の計画的な産業立地の誘導

３）災害リスクを考慮した土地利用
・災害の恐れがある箇所の土地利用規制の強化、移転促進等

（２）都市施設・交通体系の方針

１）道路

①広域的な道路ネットワークの整備等の方針
  ・１０分２０分構想や２環状１１放射道路網、広域交通結

      節点へのアクセス道路の整備推進等

②都市内道路の整備等の方針
・都市計画道路の整備等による交通混雑の解消等

２）公共交通

①公共交通の整備等の方針
・バスレーン整備等による基幹公共交通の機能強化、連結

      強化、適切な水準でのコミュニティ交通の導入・維持等

②歩行者、自転車空間の整備等の方針
・歩行者や自転車利用空間の整備、シェアサイクル拡大等

３）その他の都市施設

①下水道
・未普及地区の下水道整備と耐震化等の推進等

②河川
・河川整備の推進、流水抑制施設の整備推進等

③その他
・水道施設の機能強化、公共施設の耐震化等による防災・

減災機能の強化等

４）公共施設の管理等

・老朽化が進むインフラの計画的な維持管理、公共施設の
規模適正化や統廃合等

（３）都市空間整備の方針

１）中心市街地の整備等の方針

①高次都市機能の集積
・まちなか再生プロジェクト（老朽建築物等の建替え）

の促進等による高次都市機能の集積等

②居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出
・緑やオープンスペースの確保、ウォーカブルな空間の

整備と沿道店舗との連携、駐車場の適正配置等

③賑わいのあるまちなかの創出
・共同住宅とオフィス等の一体整備によるまちなか居住

の促進、空きビルのリノベーションや低未利用地の活

用等

２）市街化区域の整備等の方針

①都市機能誘導区域（地域拠点）
・地域特性に応じた都市機能の集積、鉄道駅周辺等の住宅整

備促進による居住の集積、交通結節機能の強化等

②居住誘導区域
・低層、中高層住宅の整備促進と、空き家利活用等のインセ

ンティブ施策の展開による居住の誘導等

③その他の市街化区域
・地域コミュニティの維持・向上と、地域の特性を活かした

魅力ある住宅整備の促進等

３）市街化調整区域等の整備等の方針
・良好な低層住宅と併せた生活利便施設の維持・確保、自然
環境や農業等の生産基盤と居住環境が調和した空間形成等

⚫ 立地適正化計画は、コンパクトで持続可能な「多核連携都市」の実現に向け、医療や商業といった都市機能を誘導

する区域や、居住を誘導する区域、誘導施策を具体に定めるとともに、誘導する区域の防災機能の確保を図るため

の指針を定めます。（都市再生特別措置法第８１条） ※これまで都市マスタープランと別に定めていたが今回の見直しで一本化

■ 立地適正化計画とは

２節 ３節 誘導区域と誘導施設

②居住誘導区域
⚫ 人口減少下においても日常生活サービス施設や公共交

通が持続的に維持されるよう、一定の人口密度を維持
する区域のことで、拠点周辺や公共交通の便利なエリ
アに設定。

（４）自然環境・景観形成の方針

１）自然環境等の保全の方針

・生物多様性、地下水、農地等の保全

・民有地の緑化、特別緑地保全地区や環境保護地区等

の制度活用による水と緑のネットワーク形成等

（５）都市防災の方針

１）都市基盤の強化

・災害時の道路ネットワークの確保、耐震や耐火性能
に優れた良好な建築物への建替え促進等

・排水路や排水機場等の雨水排水施設の整備推進等

２）防災減災の推進
・安全な場所への住み替え促進、土地利用の抑制等

・地域防災力の更なる向上、マイタイムラインや地域版ハザード
マップ作成・更新等の促進等

２）公園緑地等の方針

・公園の適正配置、既存公園の有効活用等

・市民等との協働による適正な維持・管理の推進等

３）都市景観形成の方針
・景観形成施策の推進、風致地区制度による自然的風致の維持等

【中心市街地 ＋ １５の地域拠点】

２

都市機能誘導区域

市街化調整区域、

災害リスクが高い区域

市街化調整区域、

災害リスクが高い区域



川尻

富合

城南

城山

平成・南熊本

中心市街地

上熊本

植木

楠・武蔵ヶ丘

北部

長嶺

子飼

八景水谷・清水亀井

水前寺・九品寺

⚫ 防災指針は、居住誘導区域における防災機能の確保
を図るための指針。

⚫ 誘導区域を中心に、災害ハザード情報と都市情報を
重ね合わせてリスクを抽出し、リスクの低減・回避
の取組を位置づける。

基本的な考え方 誘導施策 事業概要

（１）
都市機能誘導区域
における都市機能

の維持・確保

①
民間活力を生かした都市機
能の誘導

■まちなか再生プロジェクト ■社会福祉施設等の立地優遇措置
■ウォーカブル施策（歩行空間の整備、公共空間の利活用）

②
都市計画制度等の活用によ
る都市機能の維持・確保

■用途地域等の変更 ■地区計画運用基準の改定
■届出制度の運用 ■市街地開発事業等への技術的支援等

（２）
居住誘導区域にお
ける人口密度の

維持

① 既存ストックの活用
■空き家リフォーム補助（インセンティブ付与）
■中古住宅購入補助（インセンティブ付与）

② 良好な居住空間の形成 ■「つながりの森づくり」補助金制度

③
都市計画制度等の活用によ
る居住の誘導

■用途地域等の変更【再掲】 ■届出制度の運用【再掲】

（３）
公共交通ネット
ワークの充実

※熊本市地域公共交
通計画の施策

① 基幹公共交通の機能強化
■ゾーンシステムの導入 ■公共交通車両等の走行環境の改善
■バス・鉄軌道等の輸送力の向上

② 交通結節点の機能強化 ■交通結節点の機能強化 ■乗換拠点の整備

③ 持続可能なバス網の構築
■バス路線網の再構築 ■環状線(ループバス等)の導入
■交通体系の効率化（バス網再編等） ■多両編成車両等の導入

④ コミュニティ交通の導入 ■公共交通空白地帯でのコミュニティ交通の導入

⑤ 公共交通の利用促進
■P＆R・C＆R等の拡充 ■待合環境の向上 ■利便性の高い料金施策
■車両・電停バリアフリー化 ■公共交通のシームレス化（MaaS等）等

（４）
防災機能の強化

※上記「４節 防災指針」のとおり

（５）
持続的な都市経営

の維持・確保

①
中心市街地の魅力・活力と
価値の向上

■新庁舎の整備 ■土地の高度利用（地区計画、高度利用地区等）
■ウォーカブル施策【再掲】 ■まちなか再生プロジェクト【再掲】

② インフラの維持管理
■緊急輸送路の電線類地中化・橋梁耐震化 ■生活道路の舗装
■上下水道管路の修繕 ■公有施設の集約化

評 価 指 標 R7(基準年) R12 R17 R22 R27

誘導施設が充足している拠点数（地区） 12 13 14 15 16

都市機能誘導区域に立地する誘導施設の割合(％) 32.1 32.1

評 価 指 標 R7(基準年) R12 R17 R22 R27

居住誘導区域の人口密度（人/ha）
65.3(61.9)

60.2
65.3 (61.9)

60.2

居住誘導区域の人口割合（％） 52.5 52.9 53.8 54.9 56.2

評 価 指 標 R7(基準年) R12 R17 R22 R27

公共交通機関の年間利用者数（千人） 51,725 53,400

R12評価時に設定1人当たりの公共交通機関の利用頻度（回） 70.8 73.9

自動車のCO₂排出量（千ｔ-CO₂） 933 772

評 価 指 標 R7(基準年) R12 R17 R22 R27

市街化区域における浸水区域の解消率（％） 53.3 55.5

R12評価時に設定地域版ハザードマップの作成割合（％） 50.1 76.3

日頃から災害への備えを行う市民の割合（％） 85.6 97.8

評 価 指 標 R7(基準年) R12 R17 R22 R27

都市機能誘導区域(中心市街地)の地価上昇率（％） － +3.2%

５年ごとの評価時に設定都市機能誘導区域(地域拠点)の地価上昇率（％） － ±0%

居住誘導区域の地価上昇率（％） － ±0%

① 都市機能誘導区域における都市機能の維持・確保

② 居住誘導区域における人口密度の維持

③ 公共交通ネットワークの充実

④ 防災機能の強化

⑤ 持続的な都市経営の維持・確保

６章．今後の進め方

⚫ 計画の進捗を管理するため、１節の「基本的な考え方」の視点で評価指標と目標値を設定。
⚫ 概ね５年ごとに計画の評価等を実施するとともに、毎年の実績値を確認することでトレンドを的確に把握。
⚫ 評価指標・目標値は関連計画と整合を図る。

⚫ １節の「基本的な考え方」に基づき、都市機能や居住を誘導する施策等を庁内連携により推進。

※ 上段：国勢調査、社人研250ｍメッシュ計算（カッコ内は500ｍメッシュ（＝現行計画）） 下段：住民基本台帳

進行管理のイメージ

※

※

※ 物価上昇率を差し引いた値。また、地価は社会経済情勢等の影響を受けやすいため、R17以降は5年ごとの評価時に設定する。

※ 時間雨量６０ｍｍ以下における浸水解消率。

実施＆評価
【アクション】

計画
【プラン】

３～５年
スパン

５～１０年
スパン

２０年後の
将来像 構想

【ビジョン】

⚫ 第３次熊本市都市マスタープランに掲げる将来像の実現には、市民（地域団
体・NPO・事業者を含む）と行政が、それぞれの役割と責任のもと、協力し
て取り組むことが重要。今後も様々な主体と連携し、市民協働による都市づ
くりを推進。

⚫ 構想【ビジョン】(第２章)に示す２０年後の将来像の実現に向け、計画【プラ
ン】(第３章～第５章４節等)は５～１０年スパン、実施＆評価【アクション】
(主に第５章５節等)は３～５年スパンで見直しを行い、計画を推進。

⚫ 各種媒体を活用した周知や出前講座、地域の勉強会など、あらゆる機会を捉え、
市民や事業者等に対し、都市計画に関する知識の普及と情報の提供を行う。

リスクの低減・回避の取組

ハード施策

■ 公共下水道雨水事業（重点９地区）
■ 道路の防災機能強化（無電柱化、橋梁耐震化等）
■ 避難所等の環境改善（道路整備、避難所改修等）
■ 河川整備の推進
■ 建築物の耐震改修・建替え促進
■ 上下水道施設の耐震化 など

ソフト施策

■ 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進
■ 校区防災連絡会への支援
■ 安全な場所への移転支援
■ 大規模盛土等の規制
■ 地域版ハザードマップの作成・更新促進
■ 民間施設等との連携強化 など

４節 立地適正化計画の防災指針

５節 立地適正化計画の誘導施策

７節 立地適正化計画の評価指標

刈草

健軍

指定避難所

第３次 熊本市都市マスタープラン素案 【概要版】

浸水想定区域外まで500ｍ以上
歩く必要がある箇所がある

子飼、長嶺、水前寺・九品寺、
平成・南熊本、刈草、富合、
川尻、城山、中心市街地

洪
水

洪水及び高潮浸水想定区域内に指定
緊急避難所があり、施設及び備蓄倉
庫の利用は困難なおそれがある

楠・武蔵ヶ丘、子飼、長嶺、水前
寺・九品寺、平成・南熊本、刈草、
富合、川尻、城山、中心市街地

洪
水

垂直避難が困難な
平屋住宅が多く分布

植木・北部以外

洪
水

３日以上の浸水懸念

水前寺・九品寺

洪
水

アンダーパスへの
浸水が想定される

城山洪水

▲リスクの抽出結果（主なもの）

耐震化が十分でない
木造建築物が存在

地震 市全域

洪水及び高潮指定避難所が浸
水するため、直近の避難所を活
用できないおそれがある

楠・武蔵ヶ丘、八景水谷・
清水亀井、子飼、長嶺、水
前寺・九品寺、健軍、平成・
南熊本、刈草、富合、川尻、

城山、中心市街地

洪
水

一部で家屋倒壊等氾濫想
定区域が指定され、早期避
難が必要な建物が立地

楠・武蔵ヶ丘、子飼、長
嶺、水前寺・九品寺、平
成・南熊本、刈草、川尻、
城山、中心市街地

洪
水

３
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